
女
性
差
別
撤
廃
条
約
三
〇
年
の
軌
跡

山
　
　
下
　
　
泰
　
　
子

は
じ
め
に

第
一
章
　
女
性
差
別
撤
廃
条
約
三
〇
年
の
軌
跡

一．

世
界
女
性
会
議
と
女
性
差
別
撤
廃
条
約

二．

締
約
国
の
推
移

197

女性差別撤廃条約三〇年の軌跡

論
文
要
旨

女
性
差
別
撤
廃
条
約
は
、
来
年
（
二
〇
〇
九
年
）
採
択
三
〇
周
年
を
迎
え
る
。
そ
の
実
施
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、
二
〇
〇
七
年
に
活
動
二
五
周
年
で
あ

っ
た
。

そ
う
し
た
節
目
の
年
を
前
に
、
委
員
会
事
務
局
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
国
連
女
性
の
地
位
向
上
部
か
ら
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
に
移
管
さ
れ
た
。
選
択

議
定
書
の
適
用
も
は
じ
ま
り
、
委
員
会
は
、
今
後
、
准
司
法
機
関
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
い
ま
や
一
八
五
の
締
約
国
を
擁
す
る
世
界
女
性
の
権
利
章
典
・
女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
三
〇
年
の
軌
跡
を
追
い
、
条
約
の
影
響
を
検
討
す
る
。
ま
た
、
女
性
差
別

撤
廃
委
員
会
の
二
五
年
間
の
活
動
を
総
括
し
、
委
員
会
の
性
格
や
締
約
国
レ
ポ
ー
ト
審
議
の
手
順
を
考
察
す
る
。

国
際
人
権
条
約
を
真
に
実
効
性
あ
る
も
の
に
す
る
に
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
サ
ポ
ー
ト
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
こ
で
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
国
家
報
告
制
度
に
お
け
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
役
割

に
も
言
及
し
た
い
。



三．

選
択
議
定
書
の
導
入

四．

女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
影
響

第
二
章
　
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
二
五
年
の
軌
跡

一．

女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
の
性
格

二．

女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
の
会
合

三．

女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
の
事
務
局
体
制

第
三
章
　
女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
国
家
報
告
制
度

一．

国
家
報
告
制
度
の
展
開

二．

女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
の
締
約
国
レ
ポ
ー
ト
審
議
手
順

三．

女
性
差
別
撤
廃
条
約
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ

お
わ
り
に

は
じ
め
に

二
〇
〇
八
年
は
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
に
と
っ
て
記
念
す
べ
き
年
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
年
一
月
を
期
し
て
、
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
（C

om
m

ittee
on

th
e

E
lim

in
ation

of
D

iscrim
in

ation
again

st
W

om
en

、
以
下
「
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
」
と
称
す
る
）
の
事
務
局
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
国
連
本
部
に
あ
る
女
性
の
地
位
向
上

部
（D

ivision
for

th
e

A
dvan

cem
en

t
of

W
om

en

、
以
下
「
Ｄ
Ａ
Ｗ
」
と
称
す
る
）
か
ら
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
（O

ffice
of
the
U
nited

N
ation

s
H
ig
h
C
om
m
ission

er
for
H
u
m
an
R
ig
h
ts

、
以
下
「
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
」
と
称
す
る
）
に
移
転
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
が
、
女
性
の
地
位
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委
員
会
（C

om
m

ission
on

th
e

S
tatu

s
of

W
om

en

、
以
下
「
Ｃ
Ｓ
Ｗ
」
と
称
す
る
）
と
の
強
い
連
携
関
係
か
ら
や
や
距
離
を
お
い
て
、
人
権
条
約
機
構
と
し
て
の
活

動
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
機
構
へ
の
変
貌
を
意
味
す
る
。
一
九
九
九
年
、
個
人
通
報
制
度
と
調
査
制
度
を
内
容
と
す
る
選
択
議
定
書
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｃ
Ｅ

Ｄ
Ａ
Ｗ
は
、
そ
の
性
格
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
監
視
機
構
と
し
て
准
司
法
的
性
格
を
色
濃
く
し
て
い
る
以
上
、
こ
の
移
転
に
は
大
き

な
意
義
が
あ
る
。

そ
の
関
連
で
、
同
年
一
月
の
第
四
〇
会
期
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
か
ら
、
日
本
国
籍
の
委
員
が
、
外
交
官
の
斎
賀
富
美
子
大
使
か
ら
林
陽
子
弁
護
士
に
交
代
し
た
こ
と
も
歓
迎
し

た
い
。
斎
賀
大
使
の
個
人
的
資
質
に
は
一
向
関
係
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
が
国
家
か
ら
独
立
の
専
門
家
が
個
人
資
格
で
活
動
す
る
組
織
で
あ
る
以
上
、

国
益
に
関
係
の
な
い
こ
と
が
、
委
員
選
考
の
要
件
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
林
委
員
が
法
律
家
で
あ
る
こ
と
に
も
期
待
し
た
い
。
歴
代
の
委
員
も
主
張
し
て
お
ら
れ

た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
林
委
員
が
選
択
議
定
書
の
通
報
の
処
理
に
加
わ
る
こ
と
で
、
こ
の
議
定
書
の
日
本
に
よ
る
批
准
の
必
要
性
を
よ
り
強
く
主
張
さ
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
期
待
さ
れ
る
。

二
〇
〇
七
年
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
に
と
っ
て
関
係
の
深
い
二
冊
の
本
が
上
梓
さ
れ
た
。
一
冊
目
は
、T

h
e

C
ircle

of
E

m
pow

erm
en

t:T
w

en
ty-five

Y
ears

of
th

e

U
N

C
om

m
ittee

on
th

e
E

lim
in

ation
of

D
iscrim

in
ation

again
st

W
om

en
(T

h
e

F
em

in
ist

P
ress,N

ew
Y

ork)

で
あ
る
。
一
九
八
九
年
以
来
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
委

員
を
務
め
て
い
る
ド
イ
ツ
のH

an
n

a
B

eate
S

ch
opp-S

h
illin

g

が
編
者
で
、
一
九
八
七
か
ら
一
九
九
四
年
ま
で
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
委
員
を
務
め
、
現
在
は
国
際
女
性
の
地
位

協
会
会
長
で
あ
る
赤
松
良
子
元
委
員
も
、“A

n
im

portan
t

part
of

h
istory”

と
題
す
る
一
文
を
寄
せ
て
い
る
。
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
二
五
年
を
回
顧
す
る
本
書
の
推
薦
文
を
、

Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
を
支
え
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
国
際
女
性
の
権
利
監
視
協
会
（In

tern
ation

al
W

om
en

’s
R

igh
ts

A
ction

W
atch

、
以
下
「
Ｉ
Ｗ
Ｒ
Ａ
Ｗ
」
と
称
す
る
）
の

R
ebecca

J.
C

ook

（P
rofessor

of
In

tern
ation

al
H

u
m

an
R

igh
ts

L
aw

,
U

n
iversity

of
T

oron
to),

A
rvon

n
e

S
.

F
raser

（C
ofou

n
der

an
d

form
er

D
irector

of
IW

R
A

W
;form

er
U

.S
.A

m
bassador

to
th

e
U

N
C

om
m

ission
on

th
e

S
tatu

s
of

W
om

en
),M

arsh
a

A
.F

reem
an

（D
irector

of
IW

R
A

W

）

が
書
い
て
い
る
の
も
喜
ば
し
い
。

も
う
一
冊
の
本
は
、
ま
さ
に
そ
の
Ｉ
Ｗ
Ｒ
Ａ
Ｗ
の
共
同
創
設
者
で
、
国
連
女
性
の
地
位
委
員
会
の
ア
メ
リ
カ
代
表
を
務
め
たA

rvon
n

e
S

.
F

raser

の
自
伝S

h
e’s

N
o

L
ad

y:
P

olitics,
F

am
ily,

an
d

In
tern

ation
al

F
em

in
ism

(N
odin

P
ress)

で
あ
る
。A

rvon
n

e

は
、
筆
者
が
も
っ
と
も
多
く
の
影
響
を
受
け
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
リ
ー
ダ

ー
で
あ
る
。
一
九
八
五
年
の
ナ
イ
ロ
ビ
で
の
出
会
い
、
一
九
八
七
年
の
筆
者
の
ミ
ネ
ソ
タ
訪
問
を
は
じ
め
、
初
期
の
Ｉ
Ｗ
Ｒ
Ａ
Ｗ
の
構
成
員
の
一
人
と
し
て
活
動
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
思
い
出
が
沸
々
と
蘇
る
。
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本
稿
で
は
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
三
〇
年
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
二
五
年
の
軌
跡
を
追
い
、
今
後
の
課
題
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
。

第
一
章
　
女
性
差
別
撤
廃
条
約
三
〇
年
の
軌
跡

一．

世
界
女
性
会
議
と
女
性
差
別
撤
廃
条
約

女
性
差
別
撤
廃
条
約

（
１
）

（th
e

C
on

ven
tion

on
th

e
E

lim
in

ation
of

A
ll

F
orm

s
of

D
iscrim

in
ation

again
st

W
om

en

、
以
下
「
条
約
」
と
称
す
る
）
は
、
一
九

七
九
年
一
二
月
一
八
日
第
三
四
回
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
。
国
連
女
性
の
一
〇
年
の
熱
気
の
中
、
固
定
化
さ
れ
た
男
女
役
割
分
担
観
念
の
変
革
を
中
心
理
念
と
す
る
条

約
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
達
成
の
ツ
ー
ル
と
し
て
、
華
々
し
く
登
場
し
た
。

二
〇
世
紀
最
後
の
四
半
世
紀
に
、
四
回
の
世
界
女
性
会
議
が
開
催
さ
れ
た
の
は
、
条
約
に
と
っ
て
非
常
に
幸
い
で
あ
っ
た
。
一
九
七
五
年
の
メ
キ
シ
コ
世
界
女
性
会
議

で
は
、
初
の
世
界
行
動
計
画
に
条
約
の
中
心
理
念
と
な
る
固
定
化
さ
れ
た
男
女
役
割
分
担
観
念
の
変
革
が
う
た
わ
れ
、
条
約
制
定
を
優
先
課
題
と
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ

た
（
２
）

。
一
九
八
〇
年
の
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
世
界
女
性
会
議
で
は
、
前
年
末
に
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
条
約
の
署
名
式
が
行
わ
れ
、
五
七
か
国
が
署
名
し
、
早
期
の
効
力
発

生
に
弾
み
を
つ
け
た
。
国
連
女
性
の
一
〇
年
後
半
期
行
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
も
、
国
内
に
お
け
る
条
約
規
定
の
実
施
と
条
約
の
署
名
、
批
准
を
促
す
条
項
が
挿
入
さ
れ
、
さ

ら
に
は
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
監
視
活
動
に
つ
い
て
ま
で
言
及
さ
れ
た

（
３
）

。

か
く
し
て
、
翌
一
九
八
一
年
九
月
三
日
に
、
条
約
は
発
効
し
、
一
九
八
二
年
に
は
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
が
設
立
さ
れ
た
。
一
九
八
五
年
の
ナ
イ
ロ
ビ
世
界
女
性
会
議
で
は
、
ナ

イ
ロ
ビ
将
来
戦
略
で
条
約
の
署
名
、
批
准
を
求
め
、
条
約
に
そ
っ
た
国
内
法
の
見
直
し
を
要
請
し
て
い
る

（
４
）

。
そ
れ
か
ら
一
〇
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
た
一
九
九
五
年
の
北
京

世
界
女
性
会
議
の
北
京
行
動
綱
領
で
は
、
条
約
は
複
数
の
部
分
で
扱
わ
れ
、
と
り
わ
け
条
約
が
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
た
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
ま
で
の
す
べ
て
の

国
の
加
盟
、
留
保
の
撤
回
、
国
内
法
・
政
策
・
慣
行
の
見
直
し
、
実
施
状
況
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
策
定
へ
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
参
加
、
二
〇
条
一
項
改
正
の
早
期
受
諾
、
選
択
議

定
書
の
起
草
を
含
む
包
括
的
な
記
述
が
行
わ
れ
た

（
５
）

。

そ
の
後
、
世
界
的
な
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
傾
向
を
背
景
に
、
世
界
女
性
会
議
は
開
催
さ
れ
ず
、
二
〇
〇
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
「
国
連
女
性
二
〇
〇
〇
年
会
議
」
は
、
第
二

三
回
国
連
総
会
特
別
会
期
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
「
政
治
宣
言
」
も
条
約
の
普
遍
的
な
批
准
達
成
を
確
認
し
、「
成
果
文
書
」
で
も
、
条
約
は
複
数
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の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
言
及
さ
れ
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
一
般
的
勧
告
や
国
別
「
最
終
コ
メ
ン
ト
」
へ
の
留
意
が
書
き
込
ま
れ
た

（
６
）

。
二
〇
〇
五
年
の
「
北
京
＋
一
〇
」
閣
僚
級
会
合

は
、
総
会
特
別
会
期
で
も
な
く
、
第
四
九
会
期
Ｃ
Ｓ
Ｗ
の
特
別
会
期
と
い
う
位
置
づ
け
で
開
催
さ
れ
た
。
し
か
も
、
行
動
計
画
の
よ
う
な
文
書
の
採
択
は
な
く
、
Ａ
四
サ

イ
ズ
の
用
紙
一
枚
の
五
項
目
か
ら
な
る
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い

（
７
）

。
し
か
し
、
特
筆
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
も
、
北
京
行
動
綱
領
の
国
内
実
施
と
条
約
の
相
乗
効
果

が
強
調
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

二．

締
約
国
の
推
移

女
性
差
別
撤
廃
条
約
採
択
か
ら
二
八
年
。
条
約
は
、
二
〇
〇
八
年
二
月
一
五
日
現
在
、
一
八
五
の
締
約
国

（
８
）

を
擁
す
る
人
権
条
約
に
成
長
し
た
。
こ
の
間
の
推
移
を
み
る

と
、
条
約
は
一
九
八
一
年
九
月
三
日
、
第
二
七
条
第
一
項
「
こ
の
条
約
は
、
二
〇
番
目
の
批
准
書
又
は
加
入
書
が
国
際
連
合
事
務
総
長
に
寄
託
さ
れ
た
日
の
後
三
〇
日
目

の
日
に
効
力
を
生
ず
る
」
の
規
定
に
よ
り
、
セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
・
グ
レ
ナ
デ
ィ
ン
に
よ
る
一
九
八
一
年
八
月
四
日
の
二
〇
番
目
の
加
入
か
ら
三
〇
日
目
に
効
力
を
発
生

し
た
。
も
っ
と
も
初
期
の
締
約
国
に
は
、
北
欧
、
欧
州
、
社
会
主
義
圏
、
中
南
米
、
ア
フ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
と
か
な
り
バ
ラ
つ
き
が
あ
り
、
地
域
的
な
偏
り
は
み
ら
れ
な
い
。

翌
一
九
八
二
年
一
〇
月
に
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
が
設
立
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
の
締
約
国
数
は
、
前
年
か
ら
倍
増
し
四
五
か
国
で
あ
っ
た
。
一
九
八
五
年
七
月
、
ナ
イ
ロ

ビ
世
界
女
性
会
議
当
時
は
七
一
か
国
に
増
え
て
い
る
。
一
九
九
五
年
九
月
、
北
京
世
界
女
性
会
議
時
の
締
約
国
は
一
四
五
か
国
、
こ
の
一
〇
年
の
増
加
は
目
ざ
ま
し
い
。

北
京
行
動
綱
領
が
す
べ
て
の
国
の
批
准
を
目
指
し
た
二
〇
〇
〇
年
六
月
、
国
連
女
性
二
〇
〇
〇
年
会
議
当
時
は
一
六
五
か
国
で
あ
り
、
二
〇
〇
五
年
三
月
、「
北
京
＋
一

〇
」
閣
僚
級
会
合
開
催
時
は
一
七
九
か
国
を
数
え
た
。

現
在
、
国
連
加
盟
国
数
一
九
三

（
９
）

の
う
ち
の
一
八
五
か
国
、
九
五
・
九
％
が
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
。
普
遍
的
な
加
盟
と
い
う
目
標
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な

い
が
、
宗
教
、
経
済
状
況
、
社
会
習
慣
、
あ
ら
ゆ
る
違
い
を
乗
り
越
え
て
、
こ
れ
だ
け
の
締
約
国
を
擁
し
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
ま
こ
と
に
大
き
い
。
国
連
加
盟
国
中
、

女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
未
加
盟
国
は
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ラ
ン
、
ス
ー
ダ
ン
、
ソ
マ
リ
ア
、
カ
タ
ー
ル
、
パ
ラ
オ
、
ナ
ウ
ル
、
ト
ン
ガ
の
八
か
国
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
色

の
強
い
ア
ラ
ブ
系
の
国
や
、
南
太
平
洋
の
小
国
は
と
も
か
く
、
一
九
八
〇
年
に
署
名
し
た
ま
ま
四
半
世
紀
も
批
准
を
し
よ
う
と
し
な
い
ア
メ
リ
カ
の
姿
勢
に
は
納
得
が

い
か
な
い
。

条
約
に
は
、
留
保
が
多
い
こ
と
が
常
に
問
題
に
な
っ
て
き
た

（
10
）

。
し
か
し
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
は
政
府
レ
ポ
ー
ト
の
審
議
の
た
び
に
、
留
保
の
撤
回
を
求
め
て
お
り
、
国
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内
法
を
整
備
し
、
留
保
を
撤
回
し
た
国
も
多
数
あ
る
。
と
に
か
く
、
締
約
国
に
な
り
、
実
施
レ
ポ
ー
ト
審
議
の
テ
ー
ブ
ル
に
着
く
こ
と
で
、
条
約
の
求
め
る
国
際
基

準
と
自
国
の
状
況
の
乖
離
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
性
差
別
撤
廃
を
政
策
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
未
批
准
の
状
況
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

三．

選
択
議
定
書
の
導
入

女
性
差
別
撤
廃
条
約
は
、
当
初
か
ら
い
く
つ
か
の
課
題
を
抱
え
て
い
た
。
そ
の
第
一
は
、
条
約
の
実
施
措
置
が
、
国
家
報
告
制
度
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

条
約
制
定
当
時
す
で
に
自
由
権
規
約
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
、
拷
問
禁
止
条
約
が
、
個
人
通
報
制
度
を
も
っ
て
お
り
、
制
定
過
程
で
も
Ｃ
Ｓ
Ｗ
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に

お
け
る
ベ
ル
ギ
ー
か
ら
の
提
案

（
11
）

が
あ
っ
た
が
、
実
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
、
よ
う
や
く
一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て
、
一
九
九
三
年
の
ウ
ィ
ー
ン
世
界
人
権
会
議
の
「
ウ
ィ
ー
ン
宣
言
お
よ
び
行
動
計
画
」
で
、「
請
願
権
導
入
の
可
能

性
に
つ
い
て
直
ち
に
検
討
す
べ
き

（
12
）

」
と
さ
れ
る
と
、
一
九
九
四
年
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
に
お
け
る
専
門
家
会
議
の
女
性
差
別
撤
廃
条
約
選
択
議
定
書
草
案

（
13
）

、
一
九
九

五
年
一
月
の
第
一
四
会
期
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
提
案
第
七
「
女
性
差
別
撤
廃
条
約
へ
の
選
択
議
定
書
の
諸
要
素
」

（
14
）

が
矢
継
ぎ
早
に
策
定
さ
れ
、
一
九
九
五
年
九
月
の
第
四

回
世
界
女
性
会
議
「
北
京
行
動
綱
領
」
に
お
い
て
Ｃ
Ｓ
Ｗ
に
よ
る
議
定
書
策
定
へ
の
支
援
が
各
国
政
府
に
要
請
さ
れ
た

（
15
）

。
こ
う
し
て
、
一
九
九
七
、
九
八
、
九
九
年

の
Ｃ
Ｓ
Ｗ
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
審
議
を
経
て
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
六
日
第
五
四
回
国
連
総
会
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
も
っ
て
選
択
議
定
書
が
採
択
さ
れ

た
（
16
）

。選
択
議
定
書
は
、
個
人
通
報
制
度
の
み
な
ら
ず
調
査
制
度
を
も
内
容
と
し
て
お
り
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
発
効
、
二
〇
〇
八
年
一
月
二
五
日
現
在
、
九
〇
か
国

が
締
約
国
と
な
っ
て
い
る

（
17
）

。
二
〇
〇
八
年
二
月
一
九
日
現
在
、
個
人
通
報
の
決
定
済
み
一
〇
件
、
こ
の
う
ち
受
理
事
例
四
例
で
あ
る

（
18
）

。
調
査
制
度
に
つ
い
て
も
、
メ
キ
シ

コ
に
関
す
る
事
例
一
件
が
す
で
に
処
理
さ
れ
て
い
る

（
19
）

。
条
約
採
択
時
か
ら
二
〇
年
遅
れ
の
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
が
、
よ
う
や
く
選
択
議
定
書
の
機
能
が
動
き
出
し
た
こ
と

は
喜
ば
し
い

（
20
）

。
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四．

女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
影
響

女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
影
響
が
直
接
示
さ
れ
た
事
例
に
、
政
治
分
野
で
の
「
ク
ォ
ー
タ
制
」
の
導
入
が
あ
る
。
法
上
の
平
等
の
み
な
ら
ず
事
実
上
の
平
等
を
め
ざ
す
条

約
は
、
第
四
条
で
暫
定
的
特
別
措
置
を
と
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
は
、
一
般
的
勧
告
第
五
号
（
一
九
八
八
年
）
お
よ
び
第
二
五
号
（
二
〇
〇
四
年
）
で

「
暫
定
的
特
別
措
置
」
を
と
り
あ
げ
、
と
り
わ
け
後
者
で
は
、
詳
細
な
見
解
を
示
し
て
い
る

（
21
）

。

暫
定
的
特
別
措
置
が
条
約
第
四
条
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
れ
が
逆
差
別
と
な
ら
な
い
根
拠
と
な
っ
て
お
り
、
政
治
の
場
で
の
「
ク
ォ
ー
タ
制
」
導
入
が
可
能
と
な

り
、
女
性
議
員
割
合
の
向
上
に
貢
献
し
て
い
る
。
列
国
議
会
同
盟
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
女
性
議
員
比
率
第
一
位
の
ル
ワ
ン
ダ
（
四
八
・
八
％
）、
第
二
位
の
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
（
四
五
・
三
％
）、
第
三
位
の
コ
ス
タ
リ
カ
（
三
八
・
六
％
）、
第
四
位
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
（
三
七
・
九
％
）
は
、
い
ず
れ
も
ク
ォ
ー
タ
制
を
と
っ
て
お
り
、
女
性
比
率
一

五
位
ま
で
に
、
ク
ォ
ー
タ
制
を
と
っ
て
い
な
い
の
は
、
第
五
位
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
（
三
七
・
五
％
）
と
第
八
位
の
キ
ュ
ー
バ
（
三
六
・
〇
％
）
の
二
か
国
だ
け
で
あ
る

（
22
）

。

そ
れ
ら
の
国
々
の
女
性
議
員
比
率
が
、
一
九
七
〇
年
に
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
一
四
％
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
至
っ
て
は
九
％
台
だ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
、「
ク
ォ
ー
タ
制
」

導
入
の
効
果
が
明
白
で
あ
る

（
23
）

。

司
法
へ
の
影
響
も
重
要
で
あ
る
。
も
っ
と
も
顕
著
な
事
例
は
、
一
九
九
四
年
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
諸
国
の
裁
判
官
セ
ミ
ナ
ー
に
お
け
る
「
女
性
の
人
権
の
保
護
の
た
め

の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
滝
原
則
宣
言
」
に
見
ら
れ
る
。
同
宣
言
は
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
法
域
の
司
法
官
は
、
決
定
を
下
す
に
あ
た
り
、
慣
習
法
を
含
む
国
内
憲
法
お
よ
び
国
内

法
（
コ
モ
ン
ロ
ー
お
よ
び
慣
習
法
を
含
む
）
の
規
定
を
解
釈
・
適
用
す
る
際
に
は
、『
女
性
差
別
撤
廃
条
約
』
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
24
）

と
し
て
い
る
。
選
択
議
定

書
批
准
国
に
お
い
て
は
、
一
層
、
司
法
に
お
け
る
条
約
の
適
用
事
例
が
増
加
す
る
と
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
世
界
女
性
会
議
の
行
動
計
画
を
真
摯
に
受
け
と
め
、
国
内
法
制
の
条
約
と
の
整
合
性
を
精
査
し
、
見
直
し
を
統
一
的
に
行
っ
て
い
る
国
も
あ
る
。
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
制
の
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
、
女
性
が
法
制
度
に
ア
ク
セ
ス
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
直
面
す
る
問
題
、
法
的
機
関
や
政
治
的
組
織
に
女
性
が

貢
献
し
よ
う
と
す
る
こ
と
へ
の
制
約
、
家
族
法
、
移
民
法
、
刑
法
、
社
会
保
障
法
、
商
法
に
、
外
見
的
に
は
中
立
に
見
え
な
が
ら
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
る
偏
り
が
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
同
様
に
、
タ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
で
も
、
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る

（
25
）

。

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
遅
ま
き
な
が
ら
世
界
各
地
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
国
際
法
学
が
台
頭
し
た

（
26
）

。
そ
の
中
核
に
あ
る
の
が
、
世
界
女
性
の
権
利
章
典
と
い
わ
れ
る
こ
の

条
約
で
あ
る
。
法
的
枠
組
み
と
し
て
の
条
約
と
実
践
的
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
し
て
の
世
界
行
動
計
画
、
と
り
わ
け
『
北
京
行
動
綱
領
』
の
適
切
な
運
用
を
理
論
的
に
提
示
し
、
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相
乗
効
果
を
図
る
こ
と
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
国
際
法
学
の
使
命
で
あ
る

（
27
）

。

さ
い
わ
い
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
が
、
こ
れ
ま
で
に
二
五
の
一
般
的
勧
告

（
28
）

を
策
定
し
、
実
施
レ
ポ
ー
ト
の
審
議
を
通
じ
て
蓄
積
さ
れ
た
知
見
を
基
に
、
条
約
の
解
釈
を
提
示
し

て
い
る
。
学
界
は
、
一
般
的
勧
告
の
理
論
分
析
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
各
国
政
府
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
提
供
し
て
、
一
般
的
勧
告
の
履
行
を
促
す
べ
き
で
あ
る
。

第
二
章
　
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
二
五
年
の
軌
跡

一．

女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
（
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
）
の
性
格

Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
が
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
実
施
を
監
視
す
る
機
構
と
し
て
第
一
七
条
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
条
約
制
定
審
議
の
最
終
段
階
、
一
九
七
九
年
の
国
連

総
会
第
三
委
員
会
で
あ
っ
た

（
29
）

。
そ
れ
ま
で
の
Ｃ
Ｓ
Ｗ
案

（
30
）

で
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｗ
自
ら
を
監
視
機
構
と
し
て
い
た
。
Ｃ
Ｓ
Ｗ
は
、
経
済
社
会
理
事
会
の
機
能
委
員
会
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
て
経
済
社
会
理
事
会
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
四
五
の
委
員
国
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
人
権
条
約
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
国
家
に
よ
る
個
人
に
対
す
る
人
権
侵

害
の
救
済
を
目
的
と
す
る
機
関
で
あ
り
、
そ
の
監
視
機
構
が
国
家
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
で
は
、
論
理
矛
盾
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
点
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
は
、「
徳
望
が
高
く
、
か
つ
、
こ
の
条
約
が
対
象
と
す
る
分
野
に
お
い
て
十
分
な
能
力
を
有
す
る
専
門
家
で
構
成
さ
れ
」、
選
出
は
締
約
国
の
指

名
す
る
者
の
名
簿
の
中
か
ら
締
約
国
会
議
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
の
、
国
家
か
ら
は
独
立
し
て
「
個
人
の
資
格
で
職
務
を
遂
行
す
る
」（
条
約
第
一
七
条
）。

も
っ
と
も
、
委
員
の
経
歴
を
見
る
と
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
委
員
は
他
の
人
権
条
約
機
構
の
委
員
と
比
較
し
て
、
上
級
公
務
員
や
外
交
官
な
ど
出
身
国
の
政
策
決
定
に
携
わ
る

者
の
割
合
の
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
31
）

。
二
〇
〇
三
年
第
三
回
日
本
レ
ポ
ー
ト
審
議
の
際
の
委
員
構
成
は
、
公
務
員
一
二
人
（
う
ち
外
交
官
五
人
）、
研
究
者
四
人
、

法
律
家
四
人
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
関
係
者
二
人
、
一
名
欠
員
で
あ
っ
た

（
32
）

。
必
ず
し
も
、
公
務
員
に
中
立
的
で
な
い
発
言
が
多
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
公
務
員
だ
か
ら
と
い
っ
て
適
任

者
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
は
選
択
議
定
書
の
導
入
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
准
司
法
的
色
彩
を
強
め
て
お
り
、
委
員
に
は
、
国
家
か
ら
独
立
の
専
門
家

で
あ
る
こ
と
の
必
要
性
が
高
い
。
と
り
わ
け
、
国
益
を
バ
ッ
ク
に
外
交
の
最
前
線
に
い
る
大
使
や
政
策
決
定
に
携
わ
る
上
級
公
務
員
が
、
他
国
の
レ
ポ
ー
ト
審
査
に
あ
た

る
の
は
適
切
で
は
な
い
。

そ
の
点
、
日
本
国
籍
の
委
員
は
、
赤
松
良
子
（
国
連
公
使
、
ウ
ル
グ
ア
イ
大
使
、
労
働
省
婦
人
局
長
、
文
部
大
臣
等
を
歴
任
）、
佐
藤
ギ
ン
子
（
労
働
省
婦
人
局
長
、
ケ
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ニ
ア
大
使
な
ど
を
歴
任
）、
多
谷
千
香
子
（
法
務
省
検
事
、
国
連
社
会
権
規
約
委
員
、
後
に
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
刑
事
裁
判
所
判
事
な
ど
を
歴
任
）、
齋
賀
富
美
子
（
国
連
大
使
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
大
使
、
人
権
大
使
等
を
歴
任
）
と
上
級
公
務
員
や
外
交
官
が
続
い
た
が
、
齋
賀
委
員
が
国
際
刑
事
裁
判
所
判
事
に
就
任
し
た
こ
と
か
ら
任
期
途
中
で
辞
任
し
、

二
〇
〇
八
年
一
月
よ
り
、
林
陽
子
（
弁
護
士
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授
、
国
連
人
権
小
委
員
会
代
理
委
員
な
ど
を
歴
任
）
が
齋
賀
委
員
の
残
り
の
在
任
期

間
を
勤
め
て
い
る
。
林
陽
子
委
員
は
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
二
六
日
、
自
由
人
権
協
会
を
代
表
し
て
、
内
閣
府
に
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
委
員
の
人
選
に
関
す
る
申
し
入
れ
を
行
っ

た
（
33
）

経
験
も
あ
り
、
国
際
人
権
に
精
通
し
た
法
律
家
と
し
て
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
。

二．

女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
（
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
）
の
会
合

Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
会
合
の
期
間
に
つ
い
て
、
条
約
第
二
〇
条
一
項
は
、「
原
則
と
し
て
毎
年
二
週
間
を
超
え
な
い
期
間
会
合
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
他
の
人

権
機
構
と
比
べ
て
も
格
段
に
短
く
、
締
約
国
が
増
え
る
に
従
い
、
各
国
レ
ポ
ー
ト
の
審
議
も
バ
ッ
ク
ロ
グ
が
多
く
な
っ
て
い
っ
た
。
本
来
、
四
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
べ
き

定
期
レ
ポ
ー
ト
審
議
も
、
た
と
え
ば
、
日
本
の
場
合
、
第
二
回
か
ら
第
三
回
ま
で
に
は
、
九
年
半
も
経
過
し
、
さ
ら
に
第
二
回
と
第
三
回
の
審
議
は
、
二
つ
の
レ
ポ
ー
ト

を
一
括
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
他
に
も
、
選
択
議
定
書
に
基
づ
く
通
報
の
審
理
、
一
般
的
勧
告
の
策
定
な
ど
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
任
務
は
多
岐
に
わ
た
り
、
二
三
人
の
委
員

が
適
切
な
任
務
遂
行
を
行
お
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
な
り
の
会
合
期
間
が
確
保
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
一
八
五
も
の
締
約
国
を
擁
す
る
条
約
の
モ
ニ
タ
ー
機
関
が
、
年
間
二

週
間
を
超
え
な
い
期
間
の
開
催
で
は
、
物
理
的
に
任
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
初
期
の
段
階
か
ら
問
題
化
し
、
一
九
九
五
年
五
月
二
二
日
の
締
約
国
会
議
の
決
定
を
受
け
て
、
同
年
一
二
月
二
二
日
第
五
〇

回
国
連
総
会
は
、「
原
則
と
し
て
毎
年
一
回
会
合
す
る
。
委
員
会
の
会
合
の
期
間
は
、
国
際
連
合
総
会
の
承
認
を
条
件
と
し
て
、
こ
の
条
約
の
締
約
国
会
議
に
お
い

て
決
定
す
る
」
と
す
る
二
〇
条
一
項
の
改
正
を
採
択
し
た

（
34
）

。

し
か
し
、
締
約
国
会
議
自
ら
、「
改
正
は
、
国
連
総
会
の
承
認
の
後
、
三
分
の
二
以
上
の
締
約
国
が
、
国
連
事
務
総
長
に
受
諾
す
る
旨
文
書
で
通
告
し
た
と
き
効
力
を
発

生
す
る
」

（
35
）

と
し
た
た
め
、
未
だ
に
発
効
し
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
、
二
〇
〇
七
年
六
月
二
〇
日
現
在
、
こ
の
改
正
の
受
諾
国
は
、
四
九
か
国

（
36
）

に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
一

八
五
の
締
約
国
を
も
つ
人
権
条
約
の
四
年
毎
に
レ
ポ
ー
ト
審
議
を
行
う
監
視
機
構
の
会
合
が
、
毎
年
二
週
間
以
内
で
事
足
り
る
わ
け
が
な
い
。
現
実
に
は
、
暫
定
的
な
形

で
、
国
連
総
会
決
議
に
よ
り
、
一
九
九
七
年
以
降
毎
年
二
会
合
、
特
に
二
〇
〇
二
年
・
二
〇
〇
六
年
・
二
〇
〇
七
年
に
は
三
会
合
の
会
期
を
も
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
二
〇
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〇
七
年
の
総
会
決
議
（
議
題
63
）
は
、
二
〇
一
〇
年
以
降
、
条
約
改
正
の
発
効
ま
で
、
三
週
間
の
会
合
と
一
週
間
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
会
合
を
年
三
回
開
催
し
、
二

〇
〇
八
年
か
ら
〇
九
年
ま
で
は
計
五
回
の
会
合
（
う
ち
三
回
は
、
平
行
チ
ェ
イ
ン
バ
ー
制
）
を
開
催
す
る
権
限
を
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
に
付
与
し
た
。
条
約
改
正
採
択
か
ら
一
三

年
に
も
な
る
の
に
、
な
ぜ
、
多
く
の
締
約
国
が
早
期
に
改
正
を
受
諾
し
な
い
の
か
理
解
で
き
な
い
。
ち
な
み
に
、
日
本
は
、
二
〇
〇
三
年
六
月
一
二
日
、
第
三
回
日
本
レ

ポ
ー
ト
審
議
を
前
に
こ
の
改
正
を
受
諾
し
て
い
る
。

Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
は
、
次
表
の
よ
う
に
、
一
九
九
三
年
以
降
二
週
間
を
超
え
る
期
間
会
合
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
九
七
年
以
降
複
数
回
数
の
会
期
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

第
一
会
期
か
ら
第
四
〇
会
期
ま
で
の
会
期
と
そ
の
期
間
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
会
期

一
九
八
二
年
一
〇
月
一
八
日
〜
一
〇
月
二
二
日

第
二
会
期

一
九
八
三
年
八
月
一
日
〜
八
月
一
二
日

第
三
会
期

一
九
八
四
年
三
月
二
六
日
〜
四
月
六
日

第
四
会
期

一
九
八
五
年
一
月
二
一
日
〜
二
月
一
日

第
五
会
期

一
九
八
六
年
三
月
一
〇
日
〜
三
月
二
一
日

第
六
会
期

一
九
八
七
年
三
月
三
〇
日
〜
四
月
一
〇
日

第
七
会
期*

一
九
八
八
年
二
月
一
六
日
〜
三
月
四
日

第
八
会
期

一
九
八
九
年
二
月
二
〇
日
〜
三
月
三
日

第
九
会
期

一
九
九
〇
年
一
月
二
二
日
〜
二
月
二
日

第
一
〇
会
期

一
九
九
一
年
一
月
二
一
日
〜
二
月
一
日

第
一
一
会
期

一
九
九
二
年
一
月
二
〇
日
〜
一
月
三
〇
日

第
一
二
会
期*

一
九
九
三
年
一
月
一
八
日
〜
二
月
五
日

第
一
三
会
期*

一
九
九
四
年
一
月
一
七
日
〜
二
月
四
日

第
一
四
会
期*

一
九
九
五
年
一
月
一
六
日
〜
二
月
三
日

第
一
五
会
期*

一
九
九
六
年
一
月
一
五
日
〜
二
月
二
日

第
一
六
会
期
①*

一
九
九
七
年
一
月
一
三
日
〜
一
月
三
一
日

第
一
七
会
期
②*

一
九
九
七
年
七
月
七
日
〜
七
月
二
五
日

第
一
八
会
期
①*

一
九
九
八
年
一
月
一
九
日
〜
二
月
六
日

第
一
九
会
期
②*

一
九
九
八
年
六
月
二
二
日
〜
七
月
一
〇
日

第
二
〇
会
期
①*

一
九
九
九
年
一
月
一
九
日
〜
二
月
五
日

第
二
一
会
期
②*

一
九
九
九
年
六
月
七
日
〜
六
月
二
五
日

第
二
二
会
期
①*

二
〇
〇
〇
年
一
月
一
七
日
〜
二
月
四
日

第
二
三
会
期
②*

二
〇
〇
〇
年
六
月
一
二
日
〜
六
月
三
〇
日

第
二
四
会
期
①*

二
〇
〇
一
年
一
月
一
五
日
〜
二
月
二
日

第
二
五
会
期
②*

二
〇
〇
一
年
七
月
二
日
〜
七
月
二
〇
日

第
二
六
会
期
①*

二
〇
〇
二
年
一
月
一
四
日
〜
二
月
一
日

第
二
七
会
期
②*

二
〇
〇
二
年
六
月
三
日
〜
六
月
二
一
日

〇
二
特
別
会
期
③*

二
〇
〇
二
年
八
月
五
日
〜
八
月
二
三
日

第
二
八
会
期
①*

二
〇
〇
三
年
一
月
一
三
日
〜
一
月
三
一
日

第
二
九
会
期
②*
二
〇
〇
三
年
六
月
三
〇
日
〜
七
月
一
八
日
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第
三
〇
会
期
①*

二
〇
〇
四
年
一
月
一
二
日
〜
一
月
三
〇
日

第
三
一
会
期
②*

二
〇
〇
四
年
七
月
六
日
〜
七
月
二
三
日

第
三
二
会
期
①*

二
〇
〇
五
年
一
月
一
〇
日
〜
一
月
二
八
日

第
三
三
会
期
②*

二
〇
〇
五
年
七
月
五
日
〜
七
月
二
二
日

第
三
四
会
期
①*

二
〇
〇
六
年
一
月
一
六
日
〜
二
月
三
日

第
三
五
会
期
②*

二
〇
〇
六
年
五
月
一
五
日
〜
六
月
二
日

第
三
六
会
期
③*

二
〇
〇
六
年
八
月
七
日
〜
八
月
二
五
日

第
三
七
会
期
①*

二
〇
〇
七
年
一
月
一
五
日
〜
二
月
二
日

第
三
八
会
期
②*
二
〇
〇
七
年
四
月
一
四
日
〜
六
月
一
日

第
三
九
会
期
③*

二
〇
〇
七
年
七
月
二
三
日
〜
八
月
一
〇
日

第
四
〇
会
期
①*
二
〇
〇
八
年
一
月
一
四
日
〜
二
月
一
日

（*

は
、
二
週
間
を
超
え
る
会
合
期
間
）

（
37
）

三．

女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
（
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
）
の
事
務
局
体
制

二
〇
〇
八
年
一
月
一
日
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
事
務
局
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
Ｄ
Ａ
Ｗ
か
ら
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
に
移
転
し
た
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇
六
年
三
月
一

五
日
の
国
連
総
会
決
議
に
よ
り
人
権
理
事
会
が
発
足
し
た
こ
と
に
伴
う
一
連
の
国
連
人
権
機
構
改
革
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

他
の
人
権
条
約
機
構
の
事
務
局
す
べ
て
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
に
あ
る
の
に
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
だ
け
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
国
連
本
部
の
Ｄ
Ａ
Ｗ
に
あ
る
こ
と
の
功
罪
は
、
つ
と

に
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
自
身
、
北
京
世
界
女
性
会
議
に
向
け
た
報
告
書
で
、「
他
の
人
権
条
約
機
構
と
は
異
な
り
、
本
委
員
会
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の

人
権
セ
ン
タ
ー
に
よ
り
、
委
員
会
の
事
務
を
処
理
さ
れ
て
い
な
い
。
一
九
九
三
年
に
、
ウ
ィ
ー
ン
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
移
転
し
た
Ｄ
Ａ
Ｗ
が
、
そ
の
事
務
局
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
委
員
会
が
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
国
連
内
部
の
人
権
活
動
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
」

（
38
）

と
述
べ
た
。
人
権
条
約
機
構
の
事
務
局
と
し
て
の

サ
ポ
ー
ト
体
制
は
、
実
績
の
あ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
人
権
セ
ン
タ
ー
が
勝
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
し
、
人
権
条
約
機
構
相
互
の
関
係
の
構
築
に
も
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
は
便
利
で
あ
る
。
し
か
し
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
は
、
経
済
社
会
理
事
会
の
諮
問
資
格
を
も
つ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
し
っ
か
り
し
た
ア
ン
ブ
レ
ラ
組
織
（the

C
onference

of
N

G
O

s
in

C
onsultative

R
elationship

w
ith

the
U

nited
N

ations

、
以
下
「.

Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
」
と
称
す
る
）
が
あ
り
、
経
済
社
会
理
事
会
の
機
能
委
員
会
で
あ
る
Ｃ
Ｓ
Ｗ
へ
の
強
力
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
Ｃ

Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
審
議
対
象
が
、
女
性
の
人
権
で
あ
る
限
り
、
Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
影
響
力
は
大
き
く
、
Ｄ
Ａ
Ｗ
が
事
務
局
で
あ
っ
た
こ
と
の
意
義
も
無
視
で
き
な
い
。
齋
賀
富
美
子
Ｃ
Ｅ
Ｄ

Ａ
Ｗ
委
員
（
当
時
）
に
よ
れ
ば
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
自
身
は
、
年
間
の
会
合
の
う
ち
一
回
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
開
催
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
模
様

で
あ
る

（
39
）

。

207

女性差別撤廃条約三〇年の軌跡



第
三
章
　
女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
国
家
報
告
制
度

一．

国
家
報
告
制
度
の
展
開

女
性
差
別
撤
廃
条
約
は
、
締
約
国
に
対
し
て
、
条
約
の
実
施
の
た
め
に
と
っ
た
措
置
と
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
進
歩
に
関
す
る
報
告
を
、
条
約
の
効
力
発
生
か

ら
一
年
以
内
に
第
一
次
レ
ポ
ー
ト
を
、
そ
の
後
は
少
な
く
と
も
四
年
ご
と
に
定
期
レ
ポ
ー
ト
を
、
さ
ら
に
は
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
要
請
に
基
づ
い
て
特
別
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
す

る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
（
第
一
八
条
）。
こ
れ
が
、
選
択
議
定
書
の
締
約
国
と
な
っ
て
い
な
い
条
約
締
約
国
を
対
象
と
す
る
唯
一
の
国
際
的
な
実
施
措
置
で
あ
る
。

そ
の
報
告
に
は
、
条
約
実
施
の
た
め
の
障
害
や
障
害
を
克
服
す
る
た
め
の
措
置
を
含
め
る
こ
と
が
、
一
九
八
六
年
第
五
会
期
に
お
け
る
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
一
般
的
勧
告
第

一
号
で
確
認
さ
れ
て
い
る

（
40
）

。
国
内
に
お
け
る
実
態
を
知
る
た
め
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
は
、
各
国
で
の
レ
ポ
ー
ト
策
定
時
か
ら
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
に
お
け
る
審
議
ま
で
、
積
極
的
に
Ｎ

Ｇ
Ｏ
の
協
力
を
求
め
て
き
た
。

各
国
レ
ポ
ー
ト
の
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
に
お
け
る
審
議
は
、
政
府
代
表
と
の
「
建
設
的
対
話
（con

stru
ctive

dialogu
e

）」
と
称
さ
れ
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
委
員
が
締
約
国
に
お
け

る
条
約
実
施
が
よ
り
よ
く
実
現
で
き
る
よ
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
進
行
す
る
。
審
議
終
了
後
、
各
国
別
に
「
最
終
コ
メ
ン
ト(con

clu
din

g
com

-

m
en

ts) （
41
）

」
が
公
表
さ
れ
る
。
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
審
議
や
「
最
終
コ
メ
ン
ト
」
の
法
的
性
格
は
、
あ
く
ま
で
も
拘
束
力
の
な
い
「
勧
告
」
や
「
見
解
」
の
域
を
で
な
い
。
そ
こ

で
実
施
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
よ
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
重
要
に
な
る
。

二
〇
〇
八
年
二
月
第
四
〇
会
期
ま
で
に
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
が
審
議
し
た
締
約
国
レ
ポ
ー
ト
数
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
次
レ
ポ
ー
ト：

一
五
七
、
第
二
次
レ
ポ
ー

ト：

一
四
〇
（
未
審
議
レ
ポ
ー
ト：

リ
ビ
ア
）、
第
三
次
レ
ポ
ー
ト：

一
二
二
（
未
審
議
レ
ポ
ー
ト：

ア
ル
メ
ニ
ア
、
ブ
ル
ン
ジ
、
リ
ト
ア
ニ
ア
）、
第
四
次
レ
ポ
ー
ト：

八
六
（
未
審
議
レ
ポ
ー
ト：

イ
ス
ラ
エ
ル
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
）、
第
五
次
レ
ポ
ー
ト：
六
六
（
未
審
議
レ
ポ
ー
ト：

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ド
イ
ツ
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
）、

第
六
次
レ
ポ
ー
ト：

二
七
（
未
審
議
レ
ポ
ー
ト：

ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ル
ー
マ
ニ
ア
）、
第
七
次
レ
ポ
ー
ト：

二
、
特
別
レ
ポ
ー
ト：

五
で
あ
る

（
42
）

。

Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
は
、
各
国
レ
ポ
ー
ト
か
ら
得
た
報
告
や
情
報
の
検
討
に
基
づ
き
、「
一
般
的
勧
告
（gen

eral
recom

m
en

dation
s

）」
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
第
二
一

条
）。
二
〇
〇
八
年
二
月
第
四
〇
会
期
ま
で
に
、
二
五
の
一
般
的
勧
告
が
策
定
さ
れ
て
お
り
、
現
在
、
第
二
六
号
「
移
住
女
性
」、
第
二
七
号
「
第
二
条
締
約
国
の
義
務
」

の
策
定
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
第
二
条
は
、
条
約
の
根
幹
に
か
か
わ
る
条
文
で
あ
り
、
す
で
に
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
主
催
す
る
専
門
家
会
議
が
開
催
さ
れ
、「
条
約
第
二
条
に
関
す
る

208



一
般
的
勧
告
に
含
ま
れ
る
可
能
性
の
あ
る
要
素
」

（
43
）

が
ま
と
め
ら
れ
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
担
当
者
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
活
動
の
初
期
に
出
さ
れ
た
一
般
的
勧
告
は
、
比
較
的
短
く
、
一
会
期
に
三
つ
あ
る
い
は
五
つ
も
策
定
し
た
会
期
も
あ
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
個
別
案
件
を

扱
っ
て
い
た

（
44
）

。「
各
国
レ
ポ
ー
ト
の
記
載
内
容
」（
第
一
号
、
一
九
八
六
年
）、「
レ
ポ
ー
ト
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
遵
守
」（
第
二
号
、
一
九
八
七
年
）、「
平
等
を
阻
害
し
て
い
る

慣
行
撤
廃
の
た
め
の
教
育
・
広
報
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
採
用
」（
第
三
号
、
一
九
八
七
年
）、「
留
保
撤
回
の
検
討
奨
励
」（
第
四
号
、
一
九
八
七
年
）、「
暫
定
的
な
特
別
措
置
」

（
第
五
号
、
一
九
八
八
年
）、「
国
内
本
部
機
構
と
広
報
」（
第
六
号
、
一
九
八
八
年
）、「
財
政
的
措
置
」（
第
七
号
、
一
九
八
八
年
）、「
条
約
第
八
条
国
際
的
活
動
へ
の
参
加

の
平
等
の
促
進
」（
第
八
号
、
一
九
八
八
年
）、「
女
性
の
状
況
に
関
す
る
統
計
デ
ー
タ
」（
第
九
号
、
一
九
八
九
年
）、「
女
性
差
別
撤
廃
条
約
一
〇
周
年
」（
第
一
〇
号
、
一

九
八
九
年
）、「
報
告
義
務
の
た
め
の
技
術
助
言
サ
ー
ビ
ス
」（
第
一
一
号
、
一
九
八
九
年
）、「
女
性
に
対
す
る
暴
力
」（
第
一
二
号
、
一
九
八
九
年
）、「
同
一
価
値
労
働
に

対
す
る
同
一
報
酬
」（
第
一
三
号
、
一
九
八
九
年
）、「
女
性
性
器
の
切
除
」（
第
一
四
号
、
一
九
九
〇
年
）、「
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
の
予
防
と
抑
制
の
た
め
の
国
内
戦
略
に
お
け
る
女

性
差
別
の
回
避
」（
第
一
五
号
、
一
九
九
〇
年
）、「
農
村
お
よ
び
都
市
の
家
族
会
社
に
お
け
る
無
償
女
性
労
働
者
」（
第
一
六
号
、
一
九
九
一
年
）、「
女
性
の
家
庭
内
の
無

報
酬
活
動
の
測
定
と
数
量
化
お
よ
び
国
民
総
生
産
に
お
け
る
そ
の
承
認
」（
第
一
七
号
、
一
九
九
一
年
）、「
女
性
障
害
者
」（
第
一
八
号
、
一
九
九
一
年
）
で
あ
る
。

Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
最
近
の
一
般
的
勧
告
は
、
条
文
の
詳
細
な
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
と
な
っ
て
お
り
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
に
よ
る
条
約
の
有
権
解
釈
的
な
要
素
が
強
く
な
っ
て
き
て

い
る
。「
女
性
に
対
す
る
暴
力
」（
第
一
九
号
、
一
九
九
二
年
）、「
婚
姻
お
よ
び
家
族
関
係
に
お
け
る
平
等
」（
第
二
一
号
、
一
九
九
四
年
）、「
第
七
条
政
治
的
・
公
的
活
動

に
お
け
る
平
等
」（
第
二
三
号
、
一
九
九
七
年
）、「
第
一
二
条
女
性
と
保
健
」（
第
二
四
号
、
一
九
九
九
年
）、「
第
四
条
一
項
暫
定
的
特
別
措
置
」（
第
二
五
号
、
二
〇
〇
四

年
）
が
そ
れ
に
当
た
り
、「
条
約
に
関
す
る
留
保
」（
第
二
〇
号
、
一
九
九
二
年
）、「
条
約
第
二
〇
条
の
改
正
」（
第
二
二
号
、
一
九
九
五
年
）
は
、
個
別
案
件
の
系
譜
に
属

す
る
。

締
約
国
は
、
国
別
の
「
最
終
コ
メ
ン
ト
」
と
と
も
に
、「
一
般
的
勧
告
」
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
て
い
る
措
置
を
と
り
、
そ
の
と
っ
た
措
置
に
つ
い
て
次
回
の
レ
ポ
ー
ト
に

反
映
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

（
45
）

。

二．

女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
（
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
）
の
締
約
国
レ
ポ
ー
ト
審
議
手
順

Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
主
な
任
務
は
、
国
家
報
告
制
度
に
伴
う
条
約
の
実
施
状
況
に
関
す
る
締
約
国
レ
ポ
ー
ト
の
審
議
、
一
般
的
勧
告
の
策
定
、
選
択
議
定
書
に
よ
る
個
人
通
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報
と
調
査
制
度
へ
の
対
応
で
あ
る
。
一
九
八
二
年
の
設
立
以
来
二
五
年
の
経
験
を
経
て
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
、
締
約
国
レ
ポ
ー
ト
審
議
の
作
業
概
要
が
整
理
さ
れ
明
確

に
な
っ
た

（
46
）

。

ま
ず
、
レ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
作
成
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（
47
）

を
定
め
て
お
り
、
第
一
次
レ
ポ
ー
ト
に
は
、
一
〇
〇
頁
を
超
え
な
い
範
囲
で
、
条
文
毎
に
当
該
国
の

女
性
の
状
況
に
関
す
る
詳
細
な
記
述
を
要
請
し
て
い
る
。
第
二
次
以
降
の
定
期
レ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
長
さ
を
七
〇
頁
以
下
と
し
、
直
前
の
「
最
終
コ
メ
ン
ト
」
を
使

い
、
そ
れ
以
降
の
展
開
に
焦
点
を
当
て
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、「
最
終
コ
メ
ン
ト
」
や
一
般
的
勧
告
の
要
求
す
る
項
目
も
多
く
、
多
く
の
レ
ポ
ー
ト
が
、
指
定
の

頁
数
よ
り
長
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
レ
ポ
ー
ト
の
策
定
に
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
意
見
を
反
映
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
る
。

Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
は
、
三
週
間
の
会
期
の
場
合
、
通
常
一
会
期
に
八
か
国
の
レ
ポ
ー
ト
を
審
議
す
る
。
締
約
国
レ
ポ
ー
ト
が
審
議
さ
れ
る
会
期
の
決
定
は
、
少
な
く
と
も
二

会
期
前
に
行
わ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
一
人
の
委
員
が
国
別
担
当
者
（cou

n
try

rapporteu
r

）
と
し
て
指
名
さ
れ
る
。
そ
の
委
員
は
、
審
議
の
一
週
間
以
上
前
に
、
審
議

さ
れ
る
国
に
つ
い
て
の
概
要
を
全
委
員
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
日
の
審
議
が
偏
ら
な
い
よ
う
調
整
を
行
い
、「
最
終
コ
メ
ン
ト
」
案
を
策
定
し
、
他
の
委
員
と
の

調
整
を
図
る

（
48
）

。

Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
に
お
け
る
審
議
の
行
わ
れ
る
会
期
の
直
前
の
会
期
の
終
了
後
、
次
の
会
期
の
た
め
の
会
期
前
作
業
部
会
が
開
催
さ
れ
る

（
49
）

。
メ
ン
バ
ー
は
、
通
常
五
人
で
構

成
さ
れ
る
が
、
後
に
述
べ
る
並
行
チ
ェ
イ
ン
バ
ー
制
（
作
業
部
会
制
）
を
と
る
場
合
に
は
、
最
高
一
〇
人
ま
で
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
国
連
機
関
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
か
ら
の
ブ
リ

ー
フ
ィ
ン
グ
が
行
わ
れ
、
原
則
と
し
て
三
〇
項
目
以
下
の
「
質
問
事
項
（list

of
issu

es
an

d
qu

estion
s

）」
が
策
定
さ
れ
、
通
常
一
週
間
以
内
に
審
議
対
象
の
締
約
国

へ
送
付
さ
れ
る
。
審
議
対
象
国
は
、
六
週
間
以
内
に
こ
の
質
問
事
項
に
回
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
長
さ
は
、
二
〇
〜
三
〇
頁
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
は
、
最
近
の
三
週
間
の
会
期
の
場
合
、
最
初
の
二
週
間
を
締
約
国
レ
ポ
ー
ト
の
審
議
、
最
終
週
を
一
般
的
勧
告
、
選
択
議
定
書
に
基
づ
く
通
報
の
処
理
そ

の
他
に
あ
て
る
。
第
一
週
お
よ
び
第
二
週
の
初
日
に
は
、
国
連
機
関
お
よ
び
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
対
話
が
行
わ
れ
る
。
締
約
国
レ
ポ
ー
ト
審
議
は
、
傍
聴
が
許
さ
れ
る
が
、
第
三

週
は
、
大
部
分
が
非
公
開
の
会
合
と
な
り
、
一
般
の
傍
聴
が
認
め
ら
れ
な
い

（
50
）

。

Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
審
議
は
、「
建
設
的
対
話
」

（
51
）

と
さ
れ
、
当
該
締
約
国
政
府
代
表

（
52
）

の
出
席
の
下
、
条
約
上
の
権
利
の
実
現
を
目
指
す
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
。
条
約
発
効
後

一
年
以
内
に
提
出
さ
れ
る
第
一
次
レ
ポ
ー
ト
の
審
議
に
は
、
二
会
合
（
一
会
合
三
時
間
）
が
あ
て
ら
れ
、
政
府
代
表
に
よ
る
三
〇
分
以
内
の
冒
頭
報
告
の
後
、
逐
条
的
に

審
議
が
行
わ
れ
る

（
53
）

。
四
年
毎
に
提
出
さ
れ
る
第
二
次
以
降
の
定
期
レ
ポ
ー
ト
の
審
議
に
も
、
二
会
合
が
あ
て
ら
れ
、
政
府
代
表
に
よ
る
三
〇
分
以
内
の
冒
頭
報
告
の
後
、

第
一
部
（
一
〜
六
条
）、
第
二
部
（
七
〜
八
条
）、
第
三
部
（
一
〇
〜
一
四
条
）、
第
四
部
（
一
五
〜
一
六
条
）
の
四
ク
ラ
ス
タ
ー
に
分
け
て
質
疑
が
交
わ
さ
れ
る
。
委
員
は
、
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質
問
が
重
複
し
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
質
問
回
数
も
一
か
国
に
対
し
て
二
回
以
内
（
一
回
三
分
以
内
）
の
質
問
、
並
行
チ
ェ
イ
ン
バ
ー
制
で
も
三
回
以
内
（
一
回
五
分
以

内
）
の
質
問
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
も
会
期
前
作
業
部
会
か
ら
の
質
問
事
項
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る

（
54
）

。
な
お
、
審
議
対
象
の
締
約
国
出
身

の
委
員
は
、
審
議
に
は
参
加
し
な
い

（
55
）

。

政
府
代
表
に
つ
い
て
も
、
簡
潔
で
端
的
な
回
答
を
要
請
し
て
お
り
、
時
間
管
理
に
つ
い
て
厳
格
に
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

一
九
九
四
年
の
第
二
回
日
本
レ
ポ
ー
ト
審
議
で
は
、
政
府
代
表
に
よ
る
冒
頭
報
告
と
会
期
前
作
業
部
会
か
ら
の
質
問
事
項
へ
の
回
答
が
二
時
間
も
続
き
、
委
員
か
ら
の
質

問
が
二
日
あ
わ
せ
て
も
一
時
間
足
ら
ず
、
最
後
の
日
本
政
府
代
表
の
回
答
は
わ
ず
か
一
二
分
間
と
な
り
、
と
う
て
い
「
建
設
的
対
話
」
と
い
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

（
56
）

。

Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
が
、
締
約
国
レ
ポ
ー
ト
審
議
の
後
、
国
別
の
「
最
終
コ
メ
ン
ト
」
を
提
示
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
九
九
四
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。「
最
終
コ
メ
ン
ト
」

に
含
ま
れ
る
の
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
に
お
け
る
「
建
設
的
対
話
」
で
触
れ
ら
れ
た
事
項
の
み
で
あ
る
。
コ
メ
ン
ト
は
、（
一
）
は
じ
め
に
、（
二
）
肯
定
的
な
側
面
、（
三
）
主

要
な
問
題
領
域
お
よ
び
勧
告
の
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
第
三
部
は
、
重
要
事
項
順
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る

（
57
）

。
ち
な
み
に
、
第
三
回
日
本

レ
ポ
ー
ト
審
議
の
「
最
終
コ
メ
ン
ト
」
第
三
部
は
、
間
接
差
別
が
最
初
の
項
目
で
あ
っ
た

（
58
）

。「
最
終
コ
メ
ン
ト
」
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
のW

ebsite （
59
）

で
公
開
さ
れ
る
。

第
三
六
会
期
、
第
三
七
会
期
、
第
三
九
会
期
に
、
臨
時
に
平
行
し
た
二
つ
の
チ
ェ
イ
ン
バ
ー
制
が
導
入
さ
れ
た
。
チ
ェ
イ
ン
バ
ー
制
の
下
で
は
、
定
期
レ
ポ
ー
ト
の
み

が
審
議
さ
れ
、
一
会
期
に
一
四
の
レ
ポ
ー
ト
が
扱
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
最
終
コ
メ
ン
ト
」
な
ど
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
全
体
会
議
で
採
択
さ
れ
る
。
通
常
八
か
国
の
レ
ポ

ー
ト
審
議
し
か
で
き
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
能
率
が
い
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
が
す
で
に
チ
ェ
イ
ン
バ
ー
制
を
と
っ
て
お
り
、
締
約
国
の
多
い

人
権
条
約
機
構
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
チ
ェ
イ
ン
バ
ー
制
導
入
も
や
む
を
え
な
い
趨
勢
な
の
か
も
知
れ
な
い

（
60
）

。

三．

女
性
差
別
撤
廃
条
約
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ

一
九
八
五
年
ナ
イ
ロ
ビ
世
界
女
性
会
議
Ｎ
Ｇ
Ｏ
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加
す
る
ま
で
、
筆
者
に
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
影
響
力
に
つ
い
て
の
正
し
い
認
識
が
な
か
っ
た
。
ナ
イ
ロ
ビ

の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
七
月
一
一
日
か
ら
一
九
日
ま
で
、
週
末
の
二
日
間
を
除
く
七
日
間
、
延
七
六
九
種
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
は
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
と
ミ
ネ
ソ
タ
大
学
ハ
ン
フ
リ
ー
研
究
所
共
催
の
「
女
性
差
別
撤
廃
条
約
」
と
い
う
七
日
続
き
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
あ
り
、
連
日
、
政
府
代
表
も
、
Ｃ

Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
委
員
も
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
メ
ン
バ
ー
に
混
じ
っ
て
自
由
に
参
加
し
て
い
た

（
61
）

。
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そ
の
中
心
に
い
た
ミ
ネ
ソ
タ
大
学
のA

rvon
n

e
F

raser

や
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
（
当
時
）
のR

ebecca
C

ook

た
ち
は
、
翌
一
九
八
六
年
、
国
際
女
性
の
権
利
監
視
協
会

（
Ｉ
Ｗ
Ｒ
Ａ
Ｗ
）

（
62
）

を
設
立
し
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
サ
ポ
ー
ト
を
開
始
し
た
。
Ｉ
Ｗ
Ｒ
Ａ
Ｗ
は
、
毎
年
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
開
会
前
日
に
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
メ
ン
バ
ー
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
合
同

の
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
を
主
催
し
、
度
々
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
た
。
ま
た
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
会
期
毎
に
、
そ
の
会
期
に
審
議
さ
れ
る
締
約
国
す
べ
て
を
網
羅
し
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
レ
ポ

ー
ト
を
つ
く
っ
て
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
メ
ン
バ
ー
に
配
布
し
た
。
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー‘W

om
en

W
atch

’

は
、
全
世
界
五
千
人
の
会
員
に
配
布
さ
れ
、
女
性
の
人
権
問
題
に

警
告
を
発
し
た
。
一
九
九
二
年
、‘W

om
en

’s
R

igh
ts

are
H

u
m

an
R

igh
ts.’

を
合
言
葉
に
、
女
性
の
人
権
の
周
縁
化
を
最
初
に
告
発
し
た
の
も
、
Ｉ
Ｗ
Ｒ
Ａ
Ｗ
で
あ
る

（
63
）

。

Ｉ
Ｗ
Ｒ
Ａ
Ｗ
が
行
っ
た
途
上
国
の
女
性
た
ち
へ
の
研
修
か
ら
頭
角
を
現
し
た
の
が
、
マ
レ
ー
シ
ア
国
籍
のM

ary
S

h
an

th
i

D
airian

で
あ
り
、
彼
女
が
中
心
に
な
っ
て

設
立
し
た
の
が
、IW

R
A

W
A

sia
P

acific

（
以
下
「
Ｉ
Ｗ
Ｒ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｐ
」
と
称
す
る
）
で
あ
る
。
彼
女
は
、
二
〇
〇
八
年
現
在
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
委
員
で
あ
り
、
ラ
ポ
ラ

ト
ゥ
ー
ル
も
勤
め
て
い
る
。
い
ま
や
、
草
創
期
の
Ｉ
Ｗ
Ｒ
Ａ
Ｗ
の
役
割
を
Ｉ
Ｗ
Ｒ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｐ
が
引
き
継
い
だ
格
好
で
あ
る
。
Ｉ
Ｗ
Ｒ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｐ
は
、「
女
性
差
別
撤
廃
条

約
の
実
施
・
監
視
の
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
開
催
し

（
64
）

、「
女
性
差
別
撤
廃
条
約
第
二
条
に
関
す
る
専
門
家
会
議
」
を
共
催
し
た

（
65
）

。

Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
は
、
当
初
よ
り
Ｎ
Ｇ
Ｏ
か
ら
の
情
報
を
求
め
て
き
た
。
情
報
は
、
会
期
前
作
業
部
会
も
、
自
国
の
レ
ポ
ー
ト
の
審
議
さ
れ
る
会
期
の
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
ど
ち

ら
も
受
け
つ
け
る
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
代
表
は
、
会
期
前
作
業
部
会
で
も
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
会
期
で
も
発
言
の
機
会
が
あ
る
。
作
業
部
会
で
は
、
そ
の
会
期
の
初
日
に
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ

Ａ
Ｗ
の
会
期
で
は
、
第
一
週
に
審
議
さ
れ
る
締
約
国
に
つ
い
て
は
第
一
週
の
初
日
に
、
第
二
週
に
審
議
さ
れ
る
締
約
国
に
つ
い
て
は
第
二
週
の
初
日
に
時
間
が
割
り
当
て

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
一
か
国
一
〇
分
程
度
の
短
時
間
で
あ
る

（
66
）

。

Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
、
独
自
の
レ
ポ
ー
ト
を
、
委
員
に
配
布
の
た
め
、
会
期
前
作
業
部
会
で
あ
れ
ば
一
五
部
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
会
期
で
あ
れ
ば
四
〇
部
コ
ピ
ー
し
て
、
持
参
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
も
し
、
代
表
が
出
席
し
な
い
場
合
に
は
、
で
き
る
限
り
一
週
間
以
上
前
に
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
事
務
局
に
送
付
す
れ
ば
、
全
委
員
に
配
布
さ
れ
る
。
な
お
、
Ｎ

Ｇ
Ｏ
は
、
Ｉ
Ｗ
Ｒ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｐ
にe-m

ail

す
れ
ば
、
電
子
媒
体
お
よ
び
／
あ
る
い
は
ハ
ー
ド
コ
ピ
ー
で
、
あ
ら
か
じ
め
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
委
員
に
当
該
情
報
を
送
付
す
る
労
を
と

っ
て
く
れ
る
。
電
子
媒
体
な
ら
三
週
間
前
ま
で
に
、
ハ
ー
ド
コ
ピ
ー
を
希
望
す
る
な
ら
七
週
間
前
ま
で
に
、e-m

ail

す
る
必
要
が
あ
る
。
以
上
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
公
式

サ
イ
ト
上
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
い
か
に
Ｉ
Ｗ
Ｒ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｐ
が
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
信
頼
を
得
て
各
国
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
。

Ｉ
Ｗ
Ｒ
Ａ
Ｗ
の
姉
妹
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
し
て
、
一
九
八
七
年
に
日
本
で
ス
タ
ー
ト
し
た
の
が
国
際
女
性
の
地
位
協
会
（J

a
p

a
n

ese
A

ssocia
tion

of
In

tern
a

tion
a

l

W
om

en
’s

R
igh

ts

以
下
「
Ｊ
Ａ
Ｉ
Ｗ
Ｒ
」
と
称
す
る
）
で
あ
る
。
女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
研
究
・
普
及
団
体
と
し
て
、
二
〇
年
の
実
績
を
も
ち
、
一
九
九
八
年
以
降
は
、

国
連
経
済
社
会
理
事
会
の
諮
問
資
格
の
あ
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
な
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
毎
年
、
会
員
が
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
傍
聴
に
出
か
け
、
年
報
『
国
際
女
性
』
を
発
行
し
、
研
究
書
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や
啓
蒙
書
を
刊
行
し
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
た
り
し
て
い
る

（
67
）

。

と
り
わ
け
、
二
〇
〇
三
年
の
第
三
回
日
本
レ
ポ
ー
ト
審
議
を
前
に
、
Ｊ
Ａ
Ｉ
Ｗ
Ｒ
が
呼
び
か
け
て
設
立
し
た
「
日
本
女
性
差
別
撤
廃
条
約
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

（Japan
N

G
O

N
etw

ork
for

C
E

D
A

W

以
下
「
Ｊ
Ｎ
Ｎ
Ｃ
」
と
称
す
る
）
の
活
動

（
68
）

に
は
顕
著
な
も
の
が
あ
っ
た
。
会
期
前
作
業
部
会
（
二
〇
〇
三
年
二
月
三
日
）
に
は
、

五
団
体
一
三
人
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
飛
び
、
九
団
体
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
レ
ポ
ー
ト
を
委
員
に
手
渡
し
、
お
よ
そ
五
〇
分
間
の
質
疑
応
答
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
か

ら
の
質
問
事
項
へ
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
回
答
を
つ
く
り
、
内
閣
府
に
手
渡
し
、
そ
れ
に
加
え
て
一
九
団
体
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
レ
ポ
ー
ト
と
一
本
化
し
た
サ
マ
リ
ー
レ
ポ
ー
ト
を
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ

Ｗ
事
務
局
に
送
付
し
た
。
七
月
に
は
、
一
六
団
体
五
七
人
が
、
国
連
本
部
に
集
結
。
Ｊ
Ｎ
Ｎ
Ｃ
独
自
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
会
期
内
の
非
公
式
ブ
リ

ー
フ
ィ
ン
グ
を
行
い
、
日
本
レ
ポ
ー
ト
審
議
を
傍
聴
し
た
。

Ｊ
Ｎ
Ｎ
Ｃ
は
、
出
発
前
に
国
内
に
お
い
て
二
回
省
庁
交
渉
を
し
、
さ
ら
に
「
最
終
コ
メ
ン
ト
」
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
た
め
の
省
庁
交
渉
を
二
〇
〇
四
年
と
二
〇
〇
六

年
の
二
回
行
っ
た

（
69
）

。
こ
れ
ら
一
連
の
活
動
は
、
条
約
が
も
つ
国
家
報
告
制
度
と
い
う
実
施
措
置
を
活
用
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
と
評
価
で
き
る
。
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
は
、
未
だ

公
式
な
「
最
終
コ
メ
ン
ト
」
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
ま
で
は
、
実
現
で
き
て
い
な
い

（
70
）

。
報
告
制
度
の
各
ス
テ
ッ
プ
で
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
対
応
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

日
本
は
、
一
九
八
五
年
に
女
性
差
別
撤
廃
条
約
を
批
准
し
た
。
こ
れ
ま
で
条
約
実
施
状
況
に
関
す
る
五
つ
の
レ
ポ
ー
ト
を
国
連
に
提
出
し
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
に
お
い
て
三

回
の
審
議
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
間
、
直
接
間
接
に
条
約
の
影
響
を
受
け
て
、
国
内
法
制
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
誰
し
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
男
女
雇
用
機
会
均
等

法
、
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
、
育
児
・
介
護
休
業
法
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
等
々
の
制
定
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
他
方
、

北
京
行
動
綱
領
な
ど
の
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
に
お
い
て
は
、
条
約
を
基
礎
に
お
く
包
括
的
な
法
制
度
の
見
直
し
は
出
来
て
お
ら
ず
、
一
九
九
六
年
の
法
制
審
議

会
の
家
族
法
の
改
正
要
綱
も
一
向
に
陽
の
目
を
み
な
い
。

日
本
の
第
六
次
レ
ポ
ー
ト
の
提
出
期
限
は
、
二
〇
〇
六
年
七
月
二
五
日
で
あ
り
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
の
サ
イ
ト
に
は
そ
の
旨
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
提
出
期
限
か
ら
す
で

に
一
年
七
か
月
を
経
過
し
た
の
に
、
未
だ
に
第
六
次
レ
ポ
ー
ト
は
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。
内
閣
府
は
、
二
〇
〇
五
年
秋
に
は
、
第
六
次
レ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
を
求
め
た
し
、
一
二
月
一
九
日
に
は
、
第
六
次
レ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
聴
く
会
を
開
催
し
た
。
二
〇
〇
六
年
三
月
に
は
、
省
庁
か
ら
の
回
答
を
聞
く
会
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も
あ
っ
た
。
し
か
る
に
何
故
、
そ
の
後
二
年
も
放
置
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

一
九
九
三
年
、
Ｊ
Ａ
Ｉ
Ｗ
Ｒ
は
、
第
二
次
レ
ポ
ー
ト
の
内
容
の
貧
弱
さ
に
愕
然
と
し
て
、
日
本
レ
ポ
ー
ト
の
主
管
官
庁
を
外
務
省
か
ら
当
時
の
総
理
府
婦
人
問
題
担
当

室
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
申
し
入
れ
を
、
外
務
省
と
総
理
府
双
方
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
た
め
の
担
当
機
関
は
、
女
性
問
題
に
関
す
る
国
内
本
部

機
構
が
調
整
役
を
担
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
事
務
局
か
ら
の
要
請
に
も
合
致
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た

（
71
）

。

か
く
し
て
、
第
三
次
レ
ポ
ー
ト
以
降
の
と
り
ま
と
め
は
、
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
に
移
行
し
て
い
る
が
、
ど
う
も
内
閣
府
と
外
務
省
の
連
携
が
い
ま
ひ
と
つ
ス
ム
ー

ズ
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
第
六
次
レ
ポ
ー
ト
の
策
定
に
向
け
て
、
二
年
前
か
ら
取
り
組
ん
で
い
た
の
に
こ
の
よ
う
に
遅
れ
る
こ
と
自
体
が
理
解
で
き
な
い
。

す
で
に
Ｎ
Ｇ
Ｏ
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
も
、
政
府
の
デ
ー
タ
自
身
も
内
容
改
定
の
必
要
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
行
政
組
織
の
し
っ
か
り
し
た
日
本
の
よ
う
な
国
が
提
出

期
限
を
遵
守
で
き
な
い
の
は
問
題
で
あ
る
。

も
う
一
つ
日
本
政
府
に
要
請
し
た
い
の
は
、
一
刻
も
早
く
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
選
択
議
定
書
を
批
准
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
九
九
年
の
選
択
議
定
書
採
択
に
よ
っ

て
、
条
約
の
実
施
措
置
に
は
、
個
人
通
報
制
度
と
調
査
制
度
が
加
わ
り
、
格
段
の
強
化
が
図
ら
れ
た
。
二
〇
〇
三
年
の
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
に
お
け
る
日
本
レ
ポ
ー
ト
審
議
で
も
、

そ
の
後
の
「
最
終
コ
メ
ン
ト
」
で
も
、
選
択
議
定
書
批
准
の
メ
リ
ッ
ト
が
示
さ
れ
、
日
本
の
一
刻
も
早
い
批
准
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る

（
72
）

。

日
ご
と
に
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
シ
ョ
ン
が
進
展
す
る
今
日
、
人
権
条
約
を
批
准
し
、
国
際
的
な
人
権
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
お
座
な
り
で
な
く
取
り
入
れ
る
こ
と
が
、
国
家
が
国

際
社
会
で
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
る
唯
一
の
道
で
あ
る
。
女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
求
め
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
社
会
に
向
け
た
誠
実
な
努
力
こ
そ
、
男
女
共
同
参
画
社
会
基

本
法
の
い
う
二
一
世
紀
わ
が
国
の
最
重
要
課
題
た
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
構
築
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
再
校
後
の
２
０
０
８
年
５
月
７
日
、
第
６
次
日
本
レ
ポ
ー
ト
が
、
外
務
省
と
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
開
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
２
０
０

８
年
４
月
提
出
と
な
っ
て
い
る
。）

注（
１
）

U
N

T
reaty

S
eries,vol.1249,N

o.20378,p.13

制
定
過
程
に
つ
い
て
は
、
山
下
泰
子
『
女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
研
究
』
尚
学
社
、
一
九
九
六
年
、
六
五
―
八
二
頁
、
参
照
。

（
２
）

E
/C

O
N

F
.66/34,1976,para.16,para.198.

（
３
）

A
/C

O
N

F
.94/35,p.89,paras.252,253.

214



（
４
）

A
/C

O
N

F
.116/28/R

ev.1,para.60.
（
５
）

A
/C

O
N

F
.177/20,paras.7,230,322-323.

（
６
）

A
/S

-23/10/R
ev.1,paras.68,85.

（
７
）

E
/C

N
.6/2005/L

.1.4
M

arch
2005,para.4.

（
８
）

h
ttp://w

w
w
2.oh

ch
r.org/en

glish
/bodies/ratification

/8.h
tm

（
二
〇
〇
八
年
二
月
一
九
日
検
索
）

（
９
）

h
ttp://en

.w
ikipedia.org/w

iki/U
n

ited_N
ation

s_m
em

ber_states

（
二
〇
〇
八
年
二
月
二
〇
日
検
索
）
こ
こ
で
は
、
二
〇
〇
二
年
九
月
二
七
日
現
在
一
九
一
か
国
と
し
て
い
る
が
、
ク
ッ

ク
諸
島
と
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
の
加
盟
に
よ
り
、
一
九
三
か
国
に
な
っ
て
い
る
。

（
10
）

山
下
泰
子
『
女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
展
開
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
五
四
―
五
五
頁
。
な
お
、
以
下
の
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
の
サ
イ
ト
で
、
常
に
各
国
の
留
保
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

h
ttp://w

w
w
2.oh

ch
r.org/en

glish
/bodies/ratification

/8_b.h
tm

#declaration
s

（
11
）

E
/C

N
.6/608,p.52.

（
12
）

A
/C

O
N

F
.157/24,P

art
I,ch

ap.III,sect.II,para.40,V
ien

n
a

D
eclaration

an
d

P
rogram

m
e

of
A

ction
,para.5,1993.6.25.

（
13
）

E
xpert

G
rou

p
M

eetin
g

on
th

e
A

doption
of

an
option

al
P

rotocol
to

th
e

C
on

ven
tion

of
th

e
E

lim
in

ation
of

A
ll

F
orm

s
of

D
iscrim

in
ation

again
st

W
om

en
,

“T
h

e

A
doption

of
a

P
etition

P
rocedu

re
u

n
der

th
e

C
on

ven
tion

”,
U

n
iversity

of
L

im
bu

rg,
M

aastrich
t,

N
eth

erlan
ds,
29

S
eptem

ber-1
O

ctober
1994,

A
n

drew
B

yrn
es,

“T
h

e

C
om

m
ittee

on
th

e
E

lim
in

ation
of

D
iscrim

in
ation

again
st

W
om

en
-

D
evelopm

en
t

du
rin

g
1994,

Japan
ese

A
ssociation

of
In

tern
ation

al
W

om
en

’s
R

igh
ts

(ed.),

C
on

ven
tion

on
th

e
E

lim
in

ation
of

A
ll

F
orm

s
of

D
iscrim

in
ation

again
st

W
om

en
:A

C
om

m
en

tary,S
h

ogaku
sya,T

okyo,1995,pp.430-431.

（
14
）

A
/50/38,pp.8-11

(S
u

ggestion
N

o.7).

（
15
）

A
/C

O
N

F
.177/20,para.230

(k).

（
16
）

A
/R

E
S

/54/4

山
下
『
前
掲
書
（
注
10
）』
六
二
―
六
四
頁
。

（
17
）

h
ttp://w

w
w
2.oh

ch
r.org/en

glish
/bodies/cedaw

/in
dex.h

tm
（
二
〇
〇
八
年
二
月
一
九
日
検
索
）

（
18
）

h
ttp://w

w
w

.u
n

.org/w
om

en
w

atch
/daw

/cedaw
/protocol/dec-view

s.h
tm

（
二
〇
〇
八
年
二
月
一
九
日
検
索
）

（
19
）

C
E

D
A

W
/C

/2005/O
P

.8/M
E

X
IC

O
.

（
20
）

国
際
女
性
の
地
位
協
会
訳
『
女
性
差
別
撤
廃
条
約
選
択
議
定
書
活
用
ガ
イ
ド
』
国
際
女
性
の
地
位
協
会
、
二
〇
〇
七
年
参
照
。

（
21
）

国
際
女
性
の
地
位
協
会
編
『
国
際
女
性
』
第
二
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
〇
二
頁
、
一
三
一
―
一
三
六
頁
。

（
22
）

国
連
児
童
基
金
『
二
〇
〇
七
年
世
界
子
供
白
書
』
日
本
ユ
ニ
セ
フ
協
会
、
二
〇
〇
七
年
、
七
八
頁
。

（
23
）

内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
『
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
』
二
〇
〇
七
年
七
月
、
九
頁
。

（
24
）

H
.

C
h

arlesw
orth

,
C

.
C

h
in

kin
,

T
h

e
B

ou
n

d
aries

of
in

tern
ation

al
law

:
A

fem
in

ist
an

alysis,
M

an
ch

ester
U

n
iversity

P
ress,

2000

阿
部
浩
己
監
訳
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
国
際

法：

国
際
法
の
境
界
を
問
い
直
す
』
一
四
三
頁
。

（
25
）

阿
部
監
訳
『
前
掲
書
（
注
24
）』
一
四
―
一
五
頁
。

（
26
）

山
下
『
前
掲
書
（
注
16
）』
五
─
六
頁
。

（
27
）

山
下
泰
子
、
植
野
妙
実
子
編
著
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
国
際
法
学
の
構
築
』
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
四
年
、
参
照
。

（
28
）

内
閣
府
仮
訳
「
女
子
差
別
撤
廃
委
員
会
に
よ
る
一
般
的
勧
告
（
第
一
号
〜
第
二
五
号
）」
国
際
女
性
の
地
位
協
会
編
『
国
際
女
性
』
第
二
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）、
一
〇
一
―
一
三
六
頁
。

215

女性差別撤廃条約三〇年の軌跡



（
29
）

山
下
泰
子
構
成
・
執
筆
「
最
大
の
イ
ッ
シ
ュ
ー
―
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
の
誕
生
」
赤
松
良
子
・
中
田
美
子
・
松
本
泰
子
・
山
下
泰
子
編
『
ひ
と
す
じ
の
道
　
中
村
道
子
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
』

国
際
女
性
の
地
位
協
会
、
二
〇
〇
七
年
、
七
三
―
七
四
頁
。

（
30
）

E
/C

N
.608,A

n
n

ex.

（
31
）

渡
辺
美
穂
「
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
の
構
成
と
性
格
」
山
下
、
植
野
編
著
『
前
掲
書
（
注
27
）』
一
七
四
―
一
七
六
頁
。

（
32
）

日
本
女
性
差
別
撤
廃
条
約
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
「
第
二
九
会
期
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
委
員
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
」
国
際
女
性
の
地
位
協
会
『
国
際
女
性
』
一
七
号
、
二
〇
〇
三
年
、
一
八
五
頁
を

参
考
に
算
出
し
た
。

（
33
）

自
由
人
権
協
会
「
人
権
新
聞
」
二
〇
〇
二
年
一
月
二
五
日
号
。

（
34
）

A
/R

E
S

/50/202,
詳
し
く
は
、
山
下
『
前
掲
書
（
注
１
）』
二
九
四
―
二
九
六
頁
参
照
。

（
35
）

C
E

D
A

W
/S

P
/M

ay
22,1995.

（
36
）

h
ttp://w

w
w
2.oh

ch
r.org/en

glish
/bodies/ratification

/8_a.h
tm

（
二
〇
〇
八
年
二
月
一
九
日
検
索
）

（
37
）

山
下
威
士
作
成
「
女
性
差
別
撤
廃
条
約
・
選
択
議
定
書
締
約
国
―
レ
ポ
ー
ト
提
出
・
審
議
状
況
一
覧
」『
国
際
女
性
』
二
一
号
、
二
〇
〇
七
年
、
二
三
―
三
二
頁
よ
り
作
表
。

（
38
）CE

D
A

W
,“P

rogress
achieved

in
the

Im
plem

entation
ofthe

C
onvention

on
the

E
lim

ination
ofA

llF
orm

s
ofD

iscrim
ination

against
W

om
en”

(A
/C

O
N

F
.177/7

June
21,1995)

（
39
）

齋
賀
富
美
子
「
女
子
差
別
撤
廃
委
員
会
第
三
六
・
三
七
・
三
八
会
期
報
告
」
国
際
女
性
二
一
号
、
二
〇
〇
七
年
、
二
〇
頁
。

（
40
）

内
閣
府
仮
訳
「
一
般
的
勧
告
第
一
号
」（
第
五
会
期
、
一
九
八
六
年
）『
国
際
女
性
』
二
一
号
、
二
〇
〇
七
年
、
一
〇
一
頁
。

（
41
）

他
の
人
権
条
約
機
関
と
の
調
整
で
、「
一
般
コ
メ
ン
ト
（gen

eralcom
m

en
ts

）」
と
改
称
さ
れ
る
予
定
（
齋
賀
「
前
掲
（
注
39
）」
二
一
頁
）。

（
42
）

山
下
威
士
「
前
掲
（
注
37
）」
二
三
―
三
二
頁
、h

ttp://w
w

w
2.oh

ch
r.org/en

glish
/bodies/cedaw

/in
dex.h

tm

（
二
〇
〇
八
年
二
月
二
八
日
検
索
）。

（
43
）

近
江
美
保
「
女
性
差
別
撤
廃
条
約
第
二
条
に
関
す
る
専
門
家
会
議
報
告
」『
国
際
女
性
』
第
二
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
四
六
―
一
五
〇
頁
。

（
44
）

内
閣
府
仮
訳
「
女
子
差
別
撤
廃
委
員
会
に
お
け
る
一
般
的
勧
告
（
第
一
号
〜
第
二
五
号
）」「
前
掲
（
注
40
）」
一
〇
一
―
一
三
六
頁
。

（
45
）

Ilic,
Z

agorka,
“C

on
ven

tion
on

th
e

E
lim

in
ation

of
A

ll
F

orm
s

of
D

iscrim
in

ation
again

st
W

om
en

”
U

N
IT

A
R

(ed.),
M

an
u

al
on

H
u

m
an

R
igh

ts
R

eportin
g

U
n

d
er

S
ix

M
ajor

In
tern

ation
al

H
u

m
an

R
igh

ts
In

stru
m

en
ts,
1990,

吉
崎
邦
子
、
米
田
真
澄
訳
「
人
権
レ
ポ
ー
ト
作
成
マ
ニ
ュ
ア
ル
ー
女
子
差
別
撤
廃
条
約
」『
国
際
女
性
』
九
一
―
Ⅱ
、
一
九
九
一

年
、
六
八
―
八
二
頁
。

（
46
）

C
E

D
A

W
/C

/2007/I/4/add.1,
W

ays
an

d
m

ean
s

of
expeditin

g
th

e
w

ork
of

th
e

C
om

m
ittee

on
th

e
E

lim
in

ation
of

D
iscrim

in
ation

again
st

W
om

en
—

O
verview

of
th

e

w
orkin

g
m

eth
ods

of
th

e
C

E
D

A
W

.

（
47
）

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
一
九
八
三
年
及
び
一
九
八
八
年
に
策
定
さ
れ
、
一
九
九
五
年
及
び
一
九
九
六
年
に
修
正
さ
れ
た
。
現
在
の
最
終
版
は
、
二
〇
〇
二
年
六
月
、
二
七
会
期
の
修
正
に
よ
る
も
の

で
あ
る(A

/57/38
(P

art
II),an

n
ex,C

E
D

A
W

/C
/2007/I/4/A

dd.1,paras.4-6.)

。
齋
賀
「
前
掲
（
注
39
）」
二
〇
―
二
一
頁
。

（
48
）

C
E

D
A

W
/C

/2007/I/4/A
dd.1,paras.7-8.

（
49
）

C
E

D
A

W
/C

/2007/I/4/A
dd.1,

paras.9-12

第
三
回
日
本
レ
ポ
ー
ト
審
議
の
際
の
「
会
期
前
作
業
部
会
」
に
つ
い
て
は
、
田
中
恭
子
「
第
四
次
・
第
五
次
日
本
レ
ポ
ー
ト
審
議
に
む
け
た
Ｎ
Ｇ

Ｏ
の
取
り
組
み
」
赤
松
良
子
・
山
下
泰
子
監
修
『
女
性
差
別
撤
廃
条
約
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
四
二
―
四
六
頁
。

（
50
）

齋
賀
「
前
掲
（
注
39
）」
二
一
頁
。

（
51
）

対
話
を
重
視
す
る
た
め
、
政
府
代
表
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
レ
ポ
ー
ト
審
議
は
行
わ
れ
な
い
。
逆
に
、
例
外
的
に
、
レ
ポ
ー
ト
が
な
く
と
も
、
政
府
代
表
の
出
席
が
あ
れ
ば
、
審
議
が
行
わ
れ
る

場
合
は
あ
り
う
る
と
さ
れ
る
（C

E
D

A
W

/C
/2007/I/4/A

dd.1,para.19

）。
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（
52
）

齋
賀
委
員
は
、
ほ
と
ん
ど
の
国
の
政
府
代
表
が
女
性
問
題
担
当
大
臣
で
あ
る
の
に
、
日
本
は
こ
れ
ま
で
官
僚
が
勤
め
て
お
り
、
政
治
家
が
参
加
し
て
自
ら
雰
囲
気
を
経
験
し
な
け
れ
ば
、
政
治
的

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
と
れ
な
い
、
と
指
摘
し
、
少
子
化
・
男
女
共
同
参
画
担
当
大
臣
の
参
加
を
奨
励
し
て
い
る
（
齋
賀
「
前
掲
（
注
39
）」
二
二
頁
）。

（
53
）

一
・
二
条
、
七
・
八
条
、
一
五
・
一
六
条
の
み
、
ク
ラ
ス
タ
ー
と
し
て
扱
わ
れ
る
（C

E
D

A
W

/C
/2007/I/4/A

dd.1,para.14

）。

（
54
）

C
E

D
A

W
/C

/2007/

Ⅰ/4/A
dd.1,para.15.

（
55
）

C
E

D
A

W
/C

/2007/

Ⅰ/4/A
dd.1,para.21

第
一
回
日
本
レ
ポ
ー
ト
審
議
（
一
九
八
八
年
）
の
際
、
赤
松
良
子
委
員
が
、
夫
婦
の
氏
の
問
題
に
つ
い
て
発
言
し
た
の
は
、
現
在
で
は
許
さ
れ
な
い
。

（
56
）

山
下
『
前
掲
書
（
注
１
）』
四
〇
二
―
四
〇
九
頁
。

（
57
）

C
E

D
A

W
/C

/2007/I/4/A
dd.1,paras.22-25.

（
58
）

C
E

D
A

W
/C

/2003/II/C
R

P
.3/A

dd.1/R
ev.1,paras.21-22.

（
59
）

h
ttp://w

w
w
2.oh

ch
r.org/en

glish
/bodies/C

E
D

A
W

/in
dex.h

tm

（
60
）

C
E

D
A

W
/C

/2007/I/4/A
dd.1,paras.27-28

齋
賀
「
前
掲
（
注
39
）」
二
〇
頁
。

（
61
）

山
下
泰
子
「
女
子
差
別
撤
廃
条
約
と
ナ
イ
ロ
ビ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
婦
人
研
究
者
グ
ル
ー
プ
編
『
世
界
女
性
の
「
将
来
戦
略
」
と
私
た
ち
』
草
の
根
出
版
会
、
一
九
八
六
年
、
三
五
―
三
七
頁
。

（
62
）

A
rvon

n
e

F
raser,“T

h
e

In
tern

ation
alW

om
en

’s
R

igh
ts
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